
大口町障がい者等地域生活支援事業実施要綱 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 障害者相談支援事業（第４条・第５条） 

第３章 意思疎通支援事業（第６条～第１１条） 

第４章 日常生活用具給付事業 

第１節 日常生活用具給付事業（第１２条～第１８条） 

第２節 視覚障がい者用図書給付事業（第１９条～第２４条） 

第５章 移動支援事業（第２５条～第３１条） 

第６章 地域活動支援センター事業（第３２条～第３６条） 

第７章 成年後見制度利用支援事業（第３６条の１～第３６条の２） 

第８章 福祉ホーム事業（第３７条～第４１条） 

第９章 視覚障がい者歩行訓練事業（第４１条の１～第４１条の８） 

第１０章 日中一時支援事業（第４２条～第４６条） 

第１１章 自動車改造費助成事業（第４７条～第５３条） 

第１２章 雑則（第５４条～第５６条） 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条の規定に基づき、

障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう実施する大口町障がい者等地域生活支援事業

の実施について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「障がい者等」とは、法第４条に規定する障害者及び障

害児で、町内に住所を有するものとする。 



 （事業内容） 

第３条 町が実施する大口町障がい者等地域生活支援事業は、次の各号に掲げると

おりとする。 

 (1) 障害者相談支援事業 

 (2) 意思疎通支援事業 

 (3) 日常生活用具給付事業 

 (4) 移動支援事業 

 (5) 地域活動支援センター事業 

 (6) 成年後見制度利用支援事業 

 (7) 福祉ホーム事業 

 (8) 視覚障がい者歩行訓練事業 

 (9) 日中一時支援事業 

 (10) 自動車改造費助成事業  

２ 町長は、前項に掲げる事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託することが

できる。 

   第２章 障害者相談支援事業 

 （目的） 

第４条 障害者相談支援事業は、障がい者等及びその保護者からの相談に応じ、障

がい者等に必要な情報の提供及び助言又は他の障害福祉サービスの利用支援若

しくは権利擁護のため必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 

 （費用の負担） 

第５条 障害者相談支援事業の利用に要する自己負担額は、無料とする。 

   第３章 意思疎通支援事業 

 （目的） 

第６条 意思疎通支援事業は、障がい者等のうち聴覚障がい者、音声機能障がい者

及び言語障がい者（以下この章において「聴覚障がい者等」という。）に対し、手

話通訳者又は要約筆記者を派遣し、健聴者との意思疎通の円滑化を図ることによ



り聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向

上を図ることを目的とする。 

 （事業内容） 

第７条 意思疎通支援事業の内容は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 手話通訳者の派遣 

 (2) 要約筆記者の派遣 

２ 前項の派遣時間は、１日８時間以内とし、派遣区域は愛知県内とする。 

３ 第１項の派遣は、聴覚障がい者等が、次の各号のいずれかに該当するときに受

けることができる。 

 (1) 生命及び健康の維持増進に関するとき。 

 (2) 財産、労働等権利義務に関するとき。 

 (3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る

とき。 

 (4) 社会参加を促進する学習活動等に関するとき。 

 (5) 地域生活及び家庭生活に関するとき。 

 (6) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。 

４ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項

の派遣は受けることができない。 

 (1) 政治、宗教又は営利を目的とした行事等に関するとき。 

 (2) 前号のほか、社会通念上、派遣が適当でないと町長が判断したとき。 

 （利用対象者） 

第８条 意思疎通支援事業の対象者は、聴覚障がい者等で、手話通訳者又は要約筆

記者がいなければ、健聴者との円滑な意思疎通を図ることが困難な者とする。 

 （利用手続） 

第９条 意思疎通支援事業を利用しようとする者（以下この章において「申請者」

という。）は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書（様式第１）を町長に提出しな

ければならない。 

２ 町長は、前項による申請書を受理し、その内容が適正であると認めたときは、



町長が委託する社会福祉法人等（以下この章において「委託事業者」という。）に

手話通訳者派遣依頼書（様式第２）又は要約筆記者派遣依頼書（様式第３）によ

り、派遣を依頼するものとする。 

３ 前項の規定により派遣依頼書を受理した委託事業者は、速やかに派遣する者を

決定し手話通訳者派遣決定通知書（様式第４）又は要約筆記者派遣決定通知書（様

式第５）により町長に報告し、町長は当該報告を受けた後速やかに手話通訳者・

要約筆記者派遣決定（却下）通知書（様式第６）により申請者に通知するものと

する。 

 （費用の負担） 

第１０条 意思疎通支援事業の利用に要する自己負担額は、無料とする。 

 （委託事業者への支払） 

第１１条 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があった時は、別表

第３に掲げるサービス利用基準額を支払うものとする。 

   第４章 日常生活用具給付事業 

    第１節 日常生活用具給付事業 

 （目的） 

第１２条 日常生活用具給付事業は、障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日

常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資

することを目的とする。 

 （利用対象者） 

第１３条 給付の対象となる日常生活用具及びその対象者は、別表第１に掲げると

おりとする。ただし、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４４条及び第５

６条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給又は介護予防福祉用具購入費の

支給を受ける者は、同表に掲げる日常生活用具の支給対象者としない。 

 （利用手続） 

第１４条 日常生活用具給付事業を利用しようとする者（以下この章において「申

請者」という。）は、日常生活用具給付申請書（様式第７）及び日常生活用具の見

積書を町長に提出しなければならない。 



２ 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付調

査書（様式第８）を作成し給付の要否を決定しなければならない。 

３ 町長は、前項の調査により日常生活用具の給付を決定したときは、日常生活用

具給付決定通知書（様式第９）により、給付を却下したときは、日常生活用具給

付却下通知書（様式第１０）により、それぞれ申請者に通知するものとする。 

４ 町長は、前項により給付を決定したときは、日常生活用具給付券（様式第１１。

以下この節において「給付券」という。）を申請者に交付するものとする。 

 （用具の給付） 

第１５条 前条第３項により用具の給付の決定を受けた者（以下この節において「給

付決定者」という。）は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるも

のとする。 

 （費用の負担） 

第１６条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用（別表第１に掲げる基準額）

の１割を用具納入業者に直接支払わなければならない。ただし、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。

以下「令」という。）第４３条の３の規定による補装具費に係る負担上限月額の例

による額（以下「月額負担上限額」という。）を超えるときは、月額負担上限額を

支払うものとする。 

 （用具納入業者への支払） 

第１７条 町長は、用具納入業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、

当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が用具納入業者

に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付

に要した費用は、別表第１の基準額の欄に定める額の範囲内とする。 

２ 前項に定めるもののほか、支払方法は、法に基づく補装具費の例による。 

 （排泄管理支援用具の特例） 

第１８条 町長は、障がい者等の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具に

ついては、次に掲げるとおり給付券を一括交付する事ができるものとする。 

 (1) 暦月を単位として２月ごとに給付券を１枚交付すること。 



 (2) 給付券は、１月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の２倍（２月分）

の額を給付券１枚に記載して交付すること。 

 (3) 給付券は、申請１回につき３枚（半年分）まで一括交付すること。 

 (4) 費用の負担については、給付券１枚に記載された数量に相当する給付額につ

いて行うこと。 

    第２節 視覚障がい者用図書給付事業 

 （目的） 

第１９条 視覚障がい者用図書給付事業は、視覚障がい者にとって重要な情報入手

手段である視覚障がい者用図書（点字図書、大活字図書及びＤＡＩＳＹ図書をい

う。以下同じ。）（月刊や週刊で発行される雑誌類を除く。）を給付することによ

り、情報入手を容易にすることを目的とする。 

 （利用対象者） 

第２０条 視覚障がい者用図書給付事業の利用対象者は、障がい者等のうち視覚障

がい者で、情報の入手を視覚障がい者用図書により行っている者とする。 

（給付の限定） 

第２１条 視覚障がい者用図書の給付は、利用対象者１人につき、視覚障がい者用

図書ごとに年間６タイトル又は２４巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購

入しなければならない物については、この限りでない。 

（利用手続） 

第２２条 視覚障がい者用図書給付事業を利用しようとする者は、視覚障がい者用

図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）給付申請書（様式第１２）に視覚障がい者用

図書給付対象出版施設が発行する視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳ

Ｙ）発行証明書（様式第１３）を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適切と認めるとき

は、視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）発行証明書に証明印を押

印し、申請者に交付するものとする。 

３ 前項により証明印の押印を受けた者は、視覚障がい者用図書（点字・大活字・

ＤＡＩＳＹ）発行証明書に自己負担金を添えて視覚障がい者用図書給付対象出版



施設に視覚障がい者用図書の発行を申込み、給付を受けるものとする。 

（自己負担金） 

第２３条 前条第３項に規定する自己負担金は、一般図書の購入価格相当額とする。

ただし、月額負担上限額を超えるときは、月額負担上限額を支払うものとする。 

（費用の請求） 

第２４条 視覚障がい者用図書給付対象出版施設は、視覚障がい者用図書の価格か

ら自己負担金を控除した額を町に請求するものとする。 

   第５章 移動支援事業 

 （目的） 

第２５条 移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障がい者等について、外出

のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を

促すことを目的とする。 

 （事業内容） 

第２６条 移動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 個別移動支援 障がい者等の外出における移動支援 

(2) グループ移動支援 複数の障がい者等からなるグループの外出における移

動支援 

 （利用対象者） 

第２７条 移動支援事業の対象者は、障がい者等のうち社会生活上必要不可欠な外

出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援の必要があると町長が

認めたものとする。 

 （利用時間） 

第２８条 移動支援事業の利用時間は、１日につき１０時間以内とし、１月あたり

の利用時間は、利用者の障がい区分に応じそれぞれ別表第２に掲げる範囲内とす

る。 

 （利用手続） 

第２９条 移動支援事業を利用しようとする者（以下この章において「申請者」と

いう。）は、大口町障がい者等地域生活支援事業（移動支援・地域活動支援センタ



ー・福祉ホーム・日中一時支援）利用（変更）申請書（様式第１４）を町長に提

出するものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、障がい者等の障がいの状況、介護者の状

況、サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案した上でその内容を審査し、

サービス利用の可否及び支給量等を決定し、大口町障がい者等地域生活支援事業

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援）利用決定（却

下）通知書（様式第１５）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により利用決定を受けた者に地域生活支援事業受給者証（様

式第１６）を発行する。 

４ 申請者は、前項の地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、移動支援事業

を利用するものとする。 

 （費用の負担） 

第３０条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、移動支援事業利用時に別表

第３に掲げるサービス利用基準額の１割の額を町長から当該事業の委託を受け

た社会福祉法人等（以下この章において「委託事業者」という。）に直接支払うも

のとする。ただし、令第１７条の規定による指定障害福祉サービス等に係る負担

上限月額の例による額（以下「利用者負担上限月額」という。）を超えるときは、

利用者負担上限月額を支払うものとする。 

 （委託事業者への支払） 

第３１条 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があったときは、当

該事業に要した費用から前条の規定により利用者が委託事業者に支払った額を

控除した額を支払うものとする。 

第６章 地域活動支援センター事業 

（目的） 

第３２条 地域活動支援センター事業は、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的

活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与すること

により、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。 

 （利用対象者） 



第３３条 地域活動支援センター事業の対象者は、障がい者等とする。 

 （利用手続） 

第３４条 地域活動支援センター事業を利用しようとする者（以下この章において

「申請者」という。）は、大口町障がい者等地域生活支援事業（移動支援・地域活

動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援）利用（変更）申請書（様式第１４）

を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、障がい者等の障がいの状況、介護者の状

況、サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案した上でその内容を審査し、

サービス利用の可否及び支給量等を決定し、大口町障がい者等地域生活支援事業

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援）利用決定（却

下）通知書（様式第１５）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により利用決定を受けた者に地域生活支援事業受給者証（様

式第１６）を発行する。 

４ 申請者は、前項の地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、地域活動支援

センター事業を利用するものとする。 

 （費用の負担） 

第３５条 前条の規定により利用の決定を受けた者（別表第３における地域活動支

援センター(精神障害者)のサービス利用基準額について、運営費を委託市町の利

用者数で按分した額により算定した精神障がい者を除く。）は、地域活動支援セン

ター事業利用時に別表第３に掲げるサービス利用基準額の１割の額を町長から

当該事業の委託を受けた社会福祉法人等（以下この章において「委託事業者」と

いう。）に直接支払うものとする。ただし、利用者負担上限月額を超えるときは、

利用者負担上限月額を支払うものとする。 

 （委託事業者への支払） 

第３６条 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があったときは、当

該事業に要した費用から前条の規定により利用者が委託事業者に支払った額を

控除した額を支払うものとする。 

第７章 成年後見制度利用支援事業 



 （目的） 

第３６条の１ 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用の観点から

成年後見制度を利用する知的障がい者又は精神障がい者に対し、町長が行う審判

の請求並びに成年後見制度の利用にかかり支援をすることにより、これらの障が

い者の権利擁護を図ることを目的とする。 

 （利用対象者及び手続等） 

第３６条の２ 成年後見制度利用支援事業の利用対象者及び手続等については、大

口町成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成３０年大口町告示第７７号）によ

ることとする。 

第８章 福祉ホーム事業 

（目的） 

第３７条 福祉ホーム事業は、現に居住を求めている障がい者等に対して、低額な

料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与す

ることにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。 

 （利用対象者） 

第３８条 福祉ホーム事業の対象者は、障がい者等とする。 

 （利用手続） 

第３９条 福祉ホーム事業を利用しようとする者（以下この章において「申請者」

という。）は、大口町障がい者等地域生活支援事業（移動支援・地域活動支援セン

ター・福祉ホーム・日中一時支援）利用（変更）申請書（様式第１４）を町長に

提出するものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、障がい者等の障がいの状況、介護者の状

況、サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案した上でその内容を審査し、

サービス利用の可否及び支給量等を決定し、大口町障がい者等地域生活支援事業

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援）利用決定（却

下）通知書（様式第１５）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により利用決定を受けた者に地域生活支援事業受給者証（様

式第１６）を発行する。 



４ 申請者は、前項の地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、福祉ホーム事

業を利用するものとする。 

 （費用の負担） 

第４０条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、福祉ホーム事業利用時に別

表第３に掲げるサービス利用基準額の１割の額を町長から当該事業の委託を受

けた社会福祉法人等（以下この章において「委託事業者」という。）に直接支払う

ものとする。ただし、利用者負担上限月額を超えるときは、利用者負担上限月額

を支払うものとする。 

 （委託事業者への支払） 

第４１条 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があったときは、当

該事業に要した費用から前条の規定により利用者が委託事業者に支払った額を

控除した額を支払うものとする。 

第９章 視覚障がい者歩行訓練事業 

 （目的） 

第４１条の１ 視覚障がい者歩行訓練事業は、視覚障がい者に対し、歩行訓練士（厚

生労働省直轄の養成機関又は厚生労働省が委託した機関において、視覚障がい者

への生活訓練等指導者養成課程を卒業又は修了した者をいう。）を派遣し、白杖に

よる歩行訓練等の生活訓練を実施することにより、在宅の視覚障がい者の自立と

社会参加の促進を図ることを目的とする。 

 （事業内容） 

第４１条の２ 視覚障がい者歩行訓練事業の内容は、対象者の自宅周辺を主とした

区域内への歩行訓練士の派遣とする。 

（利用対象者） 

第４１条の３ 視覚障がい者歩行訓練事業の対象者は、障がい者等のうち視覚障が

い者で視覚障害の等級が認定されている者であり、更生意欲を持ち、訓練の効果

が見込まれるものとする。 

（利用回数） 

第４１条の４ 視覚障がい者歩行訓練事業の利用回数は、１回につき２時間程度と



し、原則として年間１２回を限度とする。 

（利用手続） 

第４１条の５ 視覚障がい者歩行訓練事業を利用しようとする者（以下この章にお

いて「申請者」という。）は、大口町視覚障がい者歩行訓練事業申請書（様式第１

７）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、町長が委託する社会福祉法人等（以下こ

の章において「委託事業者」という。）と面談の上、利用の可否を決定しなければ

ならない。 

３ 町長は、前項の規定により利用が適切であると決定したときは大口町視覚障が

い者歩行訓練事業決定通知書（様式第１８）により、利用が適当でないことを決

定したときは大口町視覚障がい者歩行訓練事業却下通知書（様式第１９）により、

申請者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により利用の決定を受けた申請者（以下この章において「利用者」

という。）は、あらかじめ、委託事業者と訓練の内容等について、打合せをしなけ

ればならない。 

（費用の負担） 

第４１条の６ 視覚障がい者歩行訓練事業の利用に要する自己負担額は、無料とす

る。ただし、利用中に生じる公共交通機関の運賃、施設利用料等の経費は、利用

者が負担するものとする。 

（報告） 

第４１条の７ 委託事業者は、当該事業を実施したときは速やかに町長に報告する

ものとする。 

２ 町長は、前項に定めるもののほか事業の適正な運営を図るため、委託事業者に

対し必要に応じて実施状況の報告を求め、又は調査を行うことができるものとす

る。 

（委託事業者への支払） 

第４１条の８ 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があったときは、

当該事業に要した額を支払うものとする。 



   第１０章 日中一時支援事業 

（目的） 

第４２条 日中一時支援事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、そ

の保護者の就労支援及び一時的な休息を図ることを目的とする。 

 （利用対象者） 

第４３条 日中一時支援事業の対象者は、障がい者等とする。 

 （利用手続） 

第４４条 日中一時支援事業を利用しようとする者（以下この章において「申請者」

という。）は、大口町障がい者等地域生活支援事業（移動支援・地域活動支援セン

ター・福祉ホーム・日中一時支援）利用（変更）申請書（様式第１４）を町長に

提出するものとする。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、障がい者等の障がいの状況、介護者の状

況、サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案した上でその内容を審査し、

サービス利用の可否及び支給量等を決定し、大口町障がい者等地域生活支援事業

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援）利用決定（却

下）通知書（様式第１５）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定により利用決定を受けた者に地域生活支援事業受給者証（様

式第１６）を発行する。 

４ 申請者は、前項の地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、日中一時支援

事業を利用するものとする。 

 （費用の負担） 

第４５条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、日中一時支援事業利用時に

別表第３に掲げるサービス利用基準額の１割の額を町長から当該事業の委託を

受けた社会福祉法人等（以下この章において「委託事業者」という。）に直接支払

うものとする。ただし、利用者負担上限月額を超えるときは、利用者負担上限月

額を支払うものとする。 

 （委託事業者への支払） 

第４６条 町長は、委託事業者から当該事業に係る費用の請求があったときは、当



該事業に要した費用から前条の規定により利用者が委託事業者に支払った額を

控除した額を支払うものとする。 

   第１１章 自動車改造費助成事業 

 （目的） 

第４７条 自動車改造費助成事業は、身体障がい者が自ら所有し運転する、道路交

通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「道交法」という。）第２条に規定する自

動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障

がい者の社会参加を促すことを目的とする。 

（利用対象者） 

第４８条 自動車改造費助成事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

(1) 障がい者等のうち身体障害者手帳の交付を受けた者。 

(2) 道交法第９１条に規定する免許の条件（以下この章で「免許の条件」という。）

を付された者で、その条件に応じた自動車の改造を行おうとする者。 

(3) 申請月の属する年の前年（改造を行う月が１月から６月までは前々年）の課

税総所得金額が、大口町福祉手当の支給停止となる額以上でない者。 

（助成の条件） 

第４９条 自動車改造費助成事業において、対象とする自動車は一人につき１台限

りとし、免許の条件が変更した場合及び助成を受けてから６年が経過し自動車の

買い替え等を行う場合についてのみ再度助成を受けることができるものとする。 

 （助成金の額） 

第５０条 この事業による助成金の額は、自動車の改造に要する経費の半額とし、

１件当たり１０万円を限度とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じた時

は、その端数を切り捨てるものとする。 

（利用手続） 

第５１条 自動車改造費助成事業を利用しようとする者（以下この章において「申

請者」という。）は、自動車改造費助成事業申請書（様式第２０）に必要書類を添

えて町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、



自動車改造費助成事業決定（却下）通知書（様式第２１）により申請者に通知す

るものとする。 

 （完了届） 

第５２条 前条の規定により決定の通知を受けた者は、自動車の改造が終わり次第、

自動車改造費助成事業完了届（様式第２２）に必要書類を添えて町長に提出する

ものとする。 

 （支払） 

第５３条 前条の規定による完了届の内容が適当と認められた者は、自動車改造費

助成請求書（様式第２３）により請求するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けた時は、当該請求内容を審査し、

速やかに助成金を支払うものとする。 

   第１２章 雑則 

 （不正利得の徴収） 

第５４条 町長は、偽りその他不正の手段により地域生活支援事業の給付を受けた

者があるときは、その者から、当該地域生活支援事業の支給の額に相当する金額

の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 町長は、地域生活支援事業の委託を受けた社会福祉法人等（以下この章におい

て「委託事業者」という。）が偽りその他不正の手段により地域生活支援事業に係

る費用の支給を受けたときは、当該委託事業者に対し、その支払った額の全部又

は一部を返還させることができる。 

 （遵守事項） 

第５５条 委託事業者は、正当な理由なく職務上知り得た利用者に関する秘密を他

に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （その他必要事項） 

第５６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則（平成２３年３月２８日 大口町告示第２６号） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

２ 大口町障害者等日中一時支援事業実施要綱（平成１８年告示第１１０号）、大口



町障害者等更生訓練費給付事業実施要綱（平成１９年告示第１９号）、大口町障害

者等訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１９年告示第７９号）及び大口町障が

い者福祉ホーム事業実施要綱（平成２２年告示第７８号）は廃止する。 

   附 則（平成２４年３月２６日 大口町告示第２２号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の大口町障がい者等地域生活支援事

業実施要綱の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２５年３月２７日 大口町告示第３２号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年５月３１日 大口町告示第８２号） 

 この要綱は、平成２５年９月２４日から施行する。 

   附 則（平成２５年８月２９日 大口町告示第９６号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の大口町障がい者等地域生活支援事

業実施要綱の規定は、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年５月２９日 大口町告示第７５号） 

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の大口町障がい者等地域生活支援事

業実施要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２８年３月２９日 大口町告示第３１号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２９日 大口町告示第３３号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年７月２日 大口町告示第７８号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２７日 大口町告示第２９号） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月３０日 大口町告示第５２号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

   附 則（令和５年３月２８日 大口町告示第３２号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月２８日 大口町告示第３７号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

別表第１（第１３条、第１６条、第１７条関係） 

種 目 品  目 基準額 耐用年数 要       件 対象者 

介 護 ・

訓 練 支

援用具 

特殊寝台 

１５４，０００

円 
８年 

以下の要件をすべて満たすこと 

・腕・脚等の訓練のできる器具が付帯で

き、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個

別に調整できるもの 

・本体の側板の外縁との巾が１００ｃｍ

以下 

・サイドレールがある又は、取り付け可能 

・キャスターを装着されていない。 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上 

原則３歳以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は寝たきりの

状態にある者 

特殊マット 

１９，６００円 ５年 

・褥瘡の防止又は失禁などの汚染又は損

耗を防止するもの 

下肢又は体幹機能

障がい１級（常時

介護を必要とする

者に限る。）原則３

歳以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は寝たきりの

状態にある者 

入浴担架 

８２，４００円 ５年 

・障がい者を担架に乗せたままリフト装

置により入浴させるもの 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上

（入浴に当たっ

て、他人の介助を

要する者に限る。）

原則３歳以上 

特殊尿器 

６７，０００円 ５年 

・尿が自動的に吸引されるもので、障がい

者等又は介護者が容易に使用できるもの 

下肢又は体幹機能

障がい１級（常時

介護を必要とする

者に限る。）原則学

齢児以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は自力で排尿

できない者 

体位変換器 

１５，０００円 ５年 

・介護者が障がい者等の体位を変換させ

るのに容易に使用できるもの 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上

（下着交換等に当

たって介護を必要

とする者に限る。）

原則学齢児以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は寝たきり状

態にある者 



 

移動用リフ

ト 

１５９，０００

円 
４年 

・介護者が重度障がい者等を移動させる

にあたって、容易に使用し得るもの 

・天井走行型その他住宅改修を伴うもの

を除く。 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上 

原則３歳以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は下肢又は体

幹に障がいのある

者 

訓 練 い す

（児のみ） 

３３，１００円 ５年 

・附属のテーブルをつける事ができるも

の 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上 

原則３歳以上 

 

訓練用ベッ

ド 

１５９，２００

円 
８年 

・腕・脚の訓練ができる器具が付帯でき

るもの 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上 

原則学齢児以上

（児のみ） 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は下肢又は体

幹に障がいのある

者 

自 立 生

活 支 援

用具 

入浴補助用

具 

９０，０００円 ８年 

・入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水

等を補助でき、障がい者又は介助者が容易

に使用できるもの 

・設置にあたり住宅改修を伴うものを除

く。 

下肢又は体幹機能

障がい。入浴に介

助を要する者で原

則３歳以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は入浴に介助

を要する者 

便器 

４，４５０円 

（手すりを付け

る場合は９，８

５０円まで。治

療方法が確立し

ていない疾病で

あって令で定め

るもののみ） 

８年 

・障がい者が容易に使用できるもの 

・住宅改修を伴うものを除く。 

下肢又は体幹機能

障がい２級以上 

原則学齢児以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は常時介護を

必要とする者 



 

頭部保護帽 

１２，１６０円 ３年 

・転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

・製作業者又は医師のどが個別に採寸を

行なったもの 

平衡機能又は下肢

もしくは体幹機能

障がい。てんかん

の発作等により頻

繁に転倒する知的

障がい者・精神障

がい者 

Ｔ字状・棒

状 の つ え

（木材） ２，２６６円 ３年 

・材質が木材（十分な強度を有するもの）

及び軽金属であるもの 

平衡機能又は下肢

もしくは体幹機能

障がい 

原則３歳以上 

Ｔ字状・棒

状 の つ え

（軽金属） ３，０９０円 ３年 

移動・移乗

支援用具 

 

６０，０００円 ８年 

おおむね次のような機能を有する手すり、

スロープ等であること。 

・障がい者等の身体機能の状態を十分踏

まえたものであって、必用な強度と安定性

を有するもの 

・転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動

作の補助、段差解消等の用具とする。 

・住宅改修を伴うものは対象外 

平衡機能又は下肢

もしくは体幹機能

障がい 

原則３歳以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は下肢が不自

由な者 

特殊便器 

１５１，２００

円 
８年 

・足踏ペタルで温水温風を出し得るもの 

・取替えに当たり住宅改修を伴うものを

除く。 

上肢機能障がい２

級以上 

原則学齢児以上 

令で定める難病等

により障がいがあ

る者は上肢に障が

いのある者 



 

火災警報器 

１５，５００円 ８年 

・室内の火災を煙又は熱により感知し、音

又は光を発し屋外にも警報ブザーで知ら

せるもの 

・１世帯につき２台が限度 

障がい等級２級以

上で火災発生の感

知・避難が困難な

障がい者のみの世

帯及びこれに準ず

る世帯 

自動消火器 

２８，７００円 ８年 

・室内温度の異常上昇又は炎の接触で自

動的に消火液を噴射し、初期火災を消火で

きるもの 

障がい等級２級以

上で火災発生の感

知・避難が困難な

障がい者のみの世

帯及びこれに準ず

る世帯 

火災の発生の感知

及び避難が著しく

困難な政令で定め

る難病等により障

がいがある者のみ

の世帯並びにこれ

に準ずる世帯 

電磁調理器 

４１，０００円 ６年 

・視覚障がい者が容易に使用できるもの 視覚障がい２級以

上（視覚障がい者

のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯）

１８歳以上 

歩行時間延

長信号機用

小型送信機 
７，０００円 １０年 

・電波式で、歩行者の前方の信号機の表示

する信号が青色を延長することができる

もの 

・視覚障がい者が容易に使用できるもの 

視覚障がい２級以

上 

原則学齢児以上 

聴覚障がい

者屋内信号

装置 
８７，４００円 １０年 

・音、声音等を視覚、触覚等により知覚で

きるもの 

聴覚障がい２級以

上（聴覚障がい者

のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯） 

動脈血中酸

素飽和度測

定装置（パ

ルスオキシ

メーター） 

１５７，５００

円 
５年 

・呼吸状態を継続的にモニタリングする

ことが可能な機能を有し、治療方法が確立

していない疾病であって政令で定めるも

のによる障がい者等が容易に使用できる

もの 

政令で定める難病

等により障がいが

ある者は人工呼吸

器の装着が必要な

者 



 

在 宅 療

養 等 支

援用具 

透析液加温

器 
５１，５００円 ５年 

・透析液を加温し、一定温度に保つもの 腎臓機能障がい３

級以上 

原則３歳以上 

ネブライザ

ー（吸入器） 

３６，０００円 ５年 

・障がい者等が容易に使用できるもの 

呼吸器機能障がい

３級以上又は、同

程度の身体障がい

者で医師の意見書

で必要と認められ

るもの。原則学齢

児以上 

政令で定める難病

等により障がいが

ある者は呼吸機能

に障がいのある者 

 

電気式たん

吸引器 

 

５６，４００円 

 

５年 

酸素ボンベ

運搬車 
１７，０００円 １０年 

・障がい者が容易に使用できるもの 医療保険における

在宅酸素療法者 

盲人用体温

計（音声式） 
９，０００円 ５年 

・視覚障がい者が容易に使用できるもの 視覚障がい２級以

上（視覚障がい者

のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯）

原則学齢児以上 

盲人用体重

計 １８，０００円 ５年 

自家発電機 １００，０００

円 

１０年 ・人工呼吸器用のバッテリー等を充電でき

るもの（医療保険の適用となるものは除

く） 

呼吸器機能障がい

３級以上又は、同

程度の身体障がい

者で医師の意見書

で人工呼吸器の使

用が必要と認めら

れるもの及び政令

で定める難病等に

より障がいがある

者で、医師の意見

書で人工呼吸器の

使用が必要と認め

られるもの。 

ポータブル

電源 

５０，０００円 ５年 

情 報 ・

意 思 疎

通 支 援

用具 

携帯用会話

補助装置 

９８，８００円 ５年 

・携帯式で、言葉を音声又は文章に変換す

る機能を有し、障がい者が容易に使用でき

るもの 

音声言語機能障が

い又は肢体不自由

者であって発声発

語に著しい障がい

があるもの（医師

の意見書が必要）

原則学齢児以上 

情報・通信

支援用具 
１００，０００

円 
－ 

・障がい者向けのパーソナルコンピュー

ター周辺機器や、アプリケーションソフト

等でパーソナルコンピューターは対象外 

上肢機能障がい又

は視覚障がい 

原則学齢児以上 

点字ディス

プレイ 

３８３，５００

円 
６年 

・文字等のコンピューターの画面情報を

点字等により示すことのできるもの 

視覚障がい２級以

上かつ聴覚障がい



 

者２級以上 

点字器（標

準型Ａ） 
１０，７１２円 ７年 

・３２マス１８行、両面書真鍮板製 

視覚障がい 

点字器（標

準型Ｂ） 
６，７９８円 ７年 

・３２マス１８行、両面書プラスチック製 

点字器（携

帯用Ａ） 
７，４１６円 ５年 

・３２マス４行、片面書アルミ製 

点字器（携

帯用Ｂ） 
１，６９９円 ５年 

・３２マス１２行、片面書プラスチック製 

点字タイプ

ライター 

６３，１００円 ５年 

・視覚障がい者が容易に使用できるもの 視覚障がい者２級

以上（本人が就労

もしくは就学して

いるか又は就労が

見込まれる者に限

る。） 

視覚障がい

者用ポータ

ブルレコー

ダー（録音

・ 再 生 専

用） 

８５，０００円 ６年 

・音声等により操作ボタンが知覚又は認

識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音

でき、記録された図書の再生も可能である

もの 

視覚障がい者２級

以上 

原則学齢児以上 

視覚障がい

者用ポータ

ブルレコー

ダー（再生

専用） 

３５，０００円 ６年 

・音声等により操作ボタンが知覚又は認

識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による記録

された図書の再生が可能であるもの 

視覚障がい

者用活字文

書読上げ装

置 

９９，８００円 ６年 

・文字情報と同一紙面上に記載された当

該文字情報を暗号化した情報を音声信号

に変換して出力する。 

視覚障がい者２級

以上 

原則学齢児以上 

視覚障がい

者用拡大読

書器 
１９８，０００

円 
８年 

・画像入力装置の上に本を置くことでモ

ニターに拡大されるもの 

 

視覚障がい者で本

装置により文字等

を読む事が可能に

なる者。原則学齢

児以上 

盲人用時計

（触読用） １０，３００円 １０年 

・視覚障がい者が容易に使用できるもの 視覚障がい者２級

以上 

原則学齢児以上 

盲人用時計

（音声用） 

１３，３００円 １０年 

視覚障がい者２級

以上 

触読用では困難な

者 

原則学齢児以上 

聴覚障がい

者用通信装

置 ７１，０００円 ５年 

・電話機に接続でき、音声の代わりに文字

等による通信ができ、容易に使用できるも

の 

聴覚障がい又は発

声・発語に著しい

障がいを有する者 

原則学齢児以上 

聴覚障がい

者用情報受
８８，９００円 ６年 

・字幕及び手話通訳付の専用番組やテレ

ビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成

聴覚障がい者でテ

レビの視聴が可能



 

信装置 したものを出力でき、緊急信号を受信でき

るもの 

な者 

人 工 咽 頭

（笛式） ５，１５０円 ４年 
・呼気によりゴム膜などを振動させ、ビニ

ール管で口腔内に伝え、構音化できるもの 

・付属品は対象外 

咽頭摘出者 

人 工 咽 頭

（笛式・気

管カニュー

レ付） 

８，３４３円 ４年 

人 工 咽 頭

（電動式） 
７２，２０３円 ５年 

・顎下部等にあてた電動板を駆動させ経

皮的に音源を口腔内に導き構音化するも

の 

・価格には電池、充電器を含む。 

視覚障がい

者用ワード

プロセッサ

ー（共同利

用） 

１，０３０，００

０円 
 

・編集、校正機能を持ち、日本点字表記法

に基づき、入力した文章を自動的に点字変

換が可能で点字プリンターとの連動によ

り点字文書の作成及び音声化できるもの 

視覚障がい。原則

学齢児以上 

視覚障がい

者 用 図 書

（ 点 字 図

書、大活字

図書、ＤＡ

Ｉ Ｓ Ｙ 図

書） 

視覚障がい者用

図書の購入価格

から自己負担金

を控除した額 
― 

 

・給付対象者１人につき、視覚障がい者用

要図書ごとに年間６タイトル、又は２４巻

を限度とする。 

・月刊や週刊で発行される雑誌は除く。 

視覚障がい 

排 泄 管

理 支 援

用具 

ストーマ装

具（蓄便袋） 

 

８，８５８円 

 

― 

・低刺激性の粘着剤を使用した密封型又

は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又

はプラスチック製 

・付属品として皮膚保護保材、コンベック

スインサート、固定用ベルト、剥離剤（リ

ムーバー）、皮膚被膜剤（スキンバリア）、

ストーマ袋カバー、サージカルテープ、皮

膚保護材穴あけ専用はさみ、消臭剤 

ストーマ造設 

高度の排便機能障

がい、脳原性運動

機能障がいかつ意

思表示困難、高度

の排尿機能障がい 

 

ストーマ装

具（蓄尿袋） 

 

１１，６３９円 

・低刺激性の粘着剤を使用した密封型又

は下部開放型の収納袋でラテックス製又

はプラスチック製であり、尿処理用キャッ

プ付であるもの 

・付属品として皮膚保護材、コンベックス

インサート、固定用ベルト、剥離剤（リム

ーバー）、皮膚被膜剤（スキンバリア）、レ

ッグバック（下肢装着用蓄尿袋）、ナイトド

レーナージバッグ（夜間用蓄尿袋）、ストー

マ袋カバー、サージカルテープ、皮膚保護

材穴あけ専用はさみ、消臭剤 

紙おむつ等

（ 紙 お む

つ、洗腸用

具、サラシ

・ガーゼ等

衛生用品） 

１２，０００円 

・医師の意見書が必要 高度の排便機能障

がい、脳原性運動

機能障がいかつ意

思表示困難、３歳

以上 



 

収尿器（男

性用Ａ） 
７，９３１円 １年 

・採尿器と蓄尿袋で構成されていて、ラテ

ックス製又はゴム製（普通型） 

高度の排尿機能障

がい 

収尿器（男

性用Ｂ） 
５，８７１円 １年 

・採尿器と蓄尿袋で構成されていて、ラテ

ックス製又はゴム製（簡易型） 

収尿器（女

性用Ａ） 
８，７５５円 １年 

・耐久性ゴム製採尿袋があるもの。 

 （普通型） 

収尿器（女

性用Ｂ） 
６，０７７円 １年 

・ポリエチレン製採尿袋導尿ゴム管付 

（簡易型） 

・採尿袋２０枚を１組とする。 

＊情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。 



 

別表第２（第２８条関係） 

移動支援事業利用限度時間 

障がい区分 １月あたりの

利用限度時間 

重
度
（
３
点
） 

身体障害者手帳１、２級 

療育手帳Ａ判定 

精神障害者保健福祉手帳１級 

 

３１時間 

中
度
（
２
点
） 

身体障害者手帳３、４級 

療育手帳Ｂ判定 

精神障害者保健福祉手帳２級 

 

２１時間 

軽
度
（
１
点
） 

身体障害者手帳５、６級 

療育手帳Ｃ判定 

精神障害者保健福祉手帳３級 

 

１１時間 

備考 重複障がい者については、障がい区分（重度・中度・軽度）に係る点数の合

計（ただし、３点を超えるものについては３点とみなす）により、障がい区分を

判断する。 



 

別表第３（第１１条、第３０条、第３５条、第４０条、第４５条関係） 

大口町障がい者等地域生活支援事業サービス利用基準額 

事業名 サービス利用基準額 備考 

意思疎通支援事業 １時間当たり 

以後３０分ごと 

その他契約に基づく交通費等 

２,５００円 

１,２５０円 

 

移
動
支
援
事
業 

個別移動支援 ３０分まで 

３０分を超え１時間まで 

１時間を超え１時間３０分まで 

以後３０分ごと 

２,３００円 

４,０００円 

５,８００円 

１,４８０円 

 

グ
ル
ー
プ
移
動
支
援 

利用者２

名の場合 

３０分まで 

３０分を超え１時間まで 

１時間を超え１時間３０分まで 

以後３０分ごと 

１,３００円 

２,３００円 

３,３５０円 

８２０円 

 

利用者３

名の場合 

３０分まで 

３０分を超え１時間まで 

１時間を超え１時間３０分まで 

以後３０分ごと 

９５０円 

１,６５０円 

２,３５０円 

６００円 

 

利用者４

名の場合 

３０分まで 

３０分を超え１時間まで 

１時間を超え１時間３０分まで 

以後３０分ごと 

８００円 

１,３００円 

１,８５０円 

４８０円 

 

地域活動支援セン

ター事業 

 

 

 

１日 

 

 

 

 

６,０００円 入浴加算 

 ７００円 

送迎加算 

 ５００円 

食事加算 

 ３００円 

＊食事加算

については

平成３０年

３月３１日

までの経過

措置（ただ

し、平成２



 

７年４月１

日から平成

２７年６月

３０日まで

は４２０円

とする。） 

地域活動支援セン

ター 

（精神障がい者） 

運営費を委託市町の利用者数で

按分した額又は下記の額 

３時間まで 

３時間を超え６時間まで 

６時間を超える 

 

 

３，０００円 

４，５００円 

６，０００円 

＊運営費を

委託市町の

利用者数で

按分した額

又は左記の

額 

福祉ホーム事業 １日 １，５００円  

日中一時支援事業 ４時間まで 

４時間を超え８時間まで 

８時間を超える 

２，４８０円 

４，９６０円 

７，４４０円 

 



 

様式第１ (第９条関係) 

手話通訳者・要約筆記者派遣申請書 

 年     月     日 

 

 大口町長 様 

       下記のとおり、手話通訳者・要約筆記者の派遣を申請します。 

申請者氏名                

（フリガナ） 

利用者氏名 
 

性 別 生年月日 

   年   月   日 

歳 男 ・女 

住  所 

連 絡 先 

〒 

 

FAX             MAIL               TEL 

派遣希望 

日  時 

年     月     日       曜日 

午前・午後    時    分  ～  午前・午後    時    分 

派遣内容  

派遣場所  

待ち合わせ 

場所・時間 
 

備 考  

 ＊派遣内容を証する書類があれば添付してください。



 

 

様式第２ （第９条関係） 

手話通訳者派遣依頼書  

 年    月    日 

 様 

大口町長   □印  

  下記のとおり、手話通訳者の派遣を依頼します。 

 

（フリガナ） 

氏  名 
 

性 別 生年月日 

   年   月   日 

歳 男 ・女 

住  所 

連 絡 先 

〒 

 

FAX             MAIL               TEL 

派遣日時 
年      月       日       曜日 

午前・午後    時    分  ～  午前・午後    時    分 

派遣内容  

派遣場所  

待ち合わせ 

場所・時間 
 

備 考  

  



 

 

様式第３ （第９条関係） 

要約筆記者派遣依頼書 

 年    月    日 

 様 

大口町長   □印  

  下記のとおり、要約筆記者の派遣を依頼します。 

 

（フリガナ） 

氏  名 
 

性 別 生年月日 

   年   月   日 

歳 男 ・女 

住  所 

連 絡 先 

〒 

 

FAX             MAIL               TEL 

派遣日時 
年    月     日       曜日 

午前・午後    時    分  ～  午前・午後    時    分 

派遣内容  

派遣場所  

待ち合わせ 

場所・時間 
 

備 考  

  



 

 

様式第４ （第９条関係） 

年    月    日 

 

手話通訳者派遣決定通知書  

 

  大口町長    様 

 

                                （委託事業者） 

 

 

 

                年      月      日付け       の申請につきま

しては、下記のとおり決定します。 

記 

１ 派遣日時 

         年    月     日 

午前・午後    時    分 から 午前・午後   時    分まで 

 

 

２ 派遣手話通訳者名 

 

 

 

３ 派遣場所 

 

 

 

４ 派遣内容 

 

 

 



 

 

様式第５ （第９条関係） 

年    月    日 

 

要約筆記者派遣決定通知書  

 

  大口町長  様 

 

                                   （委託事業者） 

 

 

 

                年      月      日付け      の申請につきまし

ては、下記のとおり決定します。 

記 

１ 派遣日時 

         年    月     日 

午前・午後    時    分 から 午前・午後   時    分まで 

 

 

２ 派遣手話通訳者名 

 

 

 

３ 派遣場所 

 

 

 

４ 派遣内容 

 

 

 

 



 

 

様式第６ （第９条関係） 

 

手話通訳者・要約筆記者派遣決定・（却下）通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

                   様 

 

大口町長    □印  

 

                年      月      日付の申請につきましては、下記の

とおり 決定 ・（却下）します。 

記 

１ 派遣日時 

         年    月    日 

 

午前・午後    時    分 から 午前・午後   時    分まで 

 

２ 派遣手話通訳者名 

 

 

３ 派遣場所 

 

 

４ 派遣内容 

 

 

５ 却下事由 

・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口

町に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを

提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があ

った日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処

分の取消しの訴えを提起することができます。 
・問合せ先 

大口町 

 



 

 

様式第７（第１４条関係） 

日常生活用具給付申請書 

                                                    年  月  日 

 大口町長        様 

                                 申請者 住所 

                                         氏名                       

                                         電話 

  

次のとおり、日常生活用具給付を申請します。なお、日常生活用具給付決定のために私

及び私の世帯員の町県民税（当該年度）の課税状況を閲覧することについて同意します。 

対  

 

象 

 

者 

フリガナ 

氏  名 

  

申請書との続柄 

 

生年月日  

手帳種別  
第    号 

       年 月 日交付 

障がい名 

 
障がい等級又は 

障がい程度 

 

世

帯

の

状

況 

氏  名 対象者との続き柄 生年月日 備考（対象者に対する介護の状況等） 

    

給付を希望する

理由 
 

給付を受けたい

用具の名称 
 

希望する型式 

規模等 
 

給付上特に希望

する事項 
 

備考  



 

 

 様式第８（第１４条関係） 

日常生活用具給付調査書                      

申請書受理年月

日 

第  号 

  年 月 日 

申請者

氏名 

 申請者と

の続き柄 

 

対

象

者 

氏 名 
 

生年月日 
 

住 所 
 

障がい名 
 障がい等級又

は障がい程度 

 

世

帯

員

の

状

況 

氏   名 年齢 続柄 
課税状況 

備 考 
課税区分 町民税所得割 

      

非

課

税

世

帯 

氏名 所得 障害年金 手当 合計 

     

世帯区分 １ 生活保護 ２ 低所得１ ３ 低所得２ ４ 一般 ５ 一定所得以上 

給付の必用の有

無 

有 

無 

左の 

理由 

 

給付する用具名 

 

予定価格 円 

給付を受ける者又は扶養

する者が支払う額 
円 公費負担予定額 円 

その他特

記事項 

 

 

年  月  日       調査職氏名           



 

 

様式第９（第１４条関係） 

日常生活用具給付決定通知書 

第     号 

年  月  日 

        様 

大口町長     □印  

 

 さきに申請のありました日常生活用具につきましては、次のとおり決定になりました

ので通知します。 

 

給 付 番 号  
給付決定  

年 月 日 
 年  月  日 

対 象 者 氏 名  
扶養する者

の氏名 
 

手 帳 種 別   手帳番号  

給付する用具名 

（含む形式規模

等） 

 

納入業者名  

納入業者の 

住 所 
 

月額負担上限額        円 価  格 円 

給付を受ける者又

は扶養する者が支

払うべき額 

円 公費負担額 円 

注意事項 

 

１ 用具は、対象者又はこれを扶養する者がその能力に応じて費用の一部を直接業者に支払うことを

条件に給付されるものでありますから、支払うこととされた額については、必ず用具を受け取る前

に支払ってください。 

２ 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供したりする

ことは、かたく禁じられています。 

３ ２に違反した場合は、費用の全部又は一部を返還してもらうことがあります。 

 

 

・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、大口町に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長とな

ります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場

合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に

対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記

の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日

から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起

することができます。 
・問合せ先 

大口町 

 



 

 

様式第１０（第１４条関係） 

日常生活用具給付却下決定通知書 

第     号  

年  月  日  

           様 

大口町長       □印   

 

    年  月  日付けで申請のありました日常生活用具の給付については、下記

の理由により却下することに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

１ 申請事項 

 

 

 

 

２ 却下の理由 

 

・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口町に

対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった

日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提

起することができます。 
・問合せ先 

大口町 



 

 

様式第１１（第１４条関係） 

日常生活用具給付券 

①給付番号  ②給付券発行年月日  年  月  日 

③対象者氏名  ④生 年 月 日  年  月  日 

⑤住  所  

⑥扶養する者の

氏名 
 
⑦対象者と

の続柄 
 

⑧給付する用具

名（型式・規模

等） 

 ⑨価格      円 

⑩給付を受ける者又は扶

養する者が支払うべき

額 

円 
⑪公費負担

額 
     円 

⑫納入業者名  
⑬納入業者

の住所 
 

⑭この券の有効

期限 

受給者が業者に提示する期限  年  月  日 

業者の公費支払請求期限 
日常生活用具を引渡した日から

３０日以内 

上記のとおり決定する。 

      年  月  日 

大口町長      □印 

⑮業者の納付した日 年 月 日 
⑯給付を受けた者又は扶

養する者より受領した額 

                    

円 

⑰受領業者名 

 及び年月日 
    年  月  日 

⑱用具受領者氏名        ⑲検収者 
職名  

氏名                                                                 

⑳その他特記事項  

注 本表は①から⑭及び⑲は町が、⑮から⑰までは納付した業者が、⑱は受領者が記入

すること。



 

 

様式第１２（第２２条関係） 

視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）給付申請書 

年  月  日 

大口町長      様 

申請者 住所 

                      氏名          

                      （対象者との続柄     ） 

下記のとおり、視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）の給付を申

請します。 

 

記 

 

 
 

対

象

者 

氏  名 
 

生年月日 
 

住  所 
 

身体障害者手帳番号 
 

第    号 

 

     年  月  日交付 

障がい名 
 

 障害等級    級 

給付を希望する理由 

 

給付申請図書 

 

給付上特に希望すること 

 

備考 

 

 



 

 

様式第１３（第２２条関係） 

              

視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）発行証明書 

給付申請者 

氏名 

  

住所 

 

電話番号 

 

給付申請図書 

 

図書名 

 

出版施設名                     

 

価格 

 

巻数 

 

自己負担額 

 

給 付 証 明 書 

  

   上記の視覚障がい者用図書（点字・大活字・ＤＡＩＳＹ）を給付すること

を証明する。 

          

愛知県丹羽郡大口町長         □印 



 

 

様式第１４（第２９条、第３４条、第３９条、第４４条関係） 

大口町障がい者等地域生活支援事業 

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援） 

利用（変更）申請書 

 

申 

請 

者 

フリガナ  

生年月日  年  月  日 
氏  名 

              

住  所 
〒                 

電話番号 

フリガナ  
生年月日   年  月  日 

支給申請に係る 

障がい児氏名  

 

続  

柄 

 

 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況 

障害福祉  

関係サービス 

利用中のサービスの種類と内容等 

 

 

 

 

介護保険  

サービス 

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

利用中のサービスの種類と内容等 

 

利用申請サービス 

サービスの種類 申請に係る具体的内容 

□ 移動支援  

□ 地域活動支援センター  

□ 福祉ホーム  

□ 日中一時支援  

 

上記のとおり申請します。 

また、利用申請に係る町民税等の課税状況等（必要に応じ世帯員分を含む）を確認

することに同意します。 

 

大口町長     様 

 年  月  日 

 

申請者氏名                 



 

 

様式第１５（第２９条、第３４条、第３９条、第４４条関係） 

大口町障がい者等地域生活支援事業 

（移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・日中一時支援） 

利用決定（却下）通知書 

第 号 

年   月   日  

                       

                    様 

                             大口町長          □印  

 

 大口町障がい者等地域生活支援事業について、下記のとおり利用を決定（却下）しましたので通知します。 

記 
利 用 者 証 

番     号 
   

利用決定障がい者 

（保護者）氏 名 
 

支給決定に係る 

障がい児氏名 

 

 

有 効 期 間 年  月  日 から       年  月  日 まで 

却 下 の 理 由 
 

 

利用決定サービス 

サービスの種類 支給量等 利用者負担上限月額 

移動支援  

 
地域活動支援センター  

福祉ホーム  

日中一時支援  

  
・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口町に対して審査

請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を

被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、

上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当 

な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起 

算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができます。 

・問合せ先 

大口町 



 

 

様式第１６（第２９条、第３４条、第３９条、第４４条関係） 

 

 

（一） 

受

給

者

番 号 
 

住 所

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏 名   

   年  月  日 

児 

童

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名  

  

交 付 年 月 日  

支給市町村名 

及び印

大口町  □印  
 

 

愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目１５５番地 

担当窓口：  

 

（二） 

支 給 決 定 の 内 容

移
動
支
援 

  

支 給 量 等 

 

 

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

  

支 給 量 等  

 



 

 

 

 

 

（三） 

支 給 決 定 の 内 容

福
祉
ホ
ー
ム 

  

支 給 量 等 

 

 

 

日
中
一
時
支
援 

  

支 給 量 等  

 

（四） 

利用者負担金 １割 
利用者負担上

限月額 
 

特記事項欄 

（予備欄）

 



 

 

 

 

 

（五） 

支 給 量 変 更 の 記 載 欄 

サービスの種類 変 更 後 の 支 給 量

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

（予備欄） 

 

（六） 

 移動支援事業者記入欄 

１ 

事業者及びその 

事 業 所 の 名 称 

 

 

サ ー ビ ス 内 容   

契 約 支 給 量   

 
契 約 日

 

   

 

  
 

 

２

事業者及びその  

事 業 所 の 名 称 

 

 

サ ー ビ ス 内 容   

契 約 支 給 量   

 
契 約 日

 

   

 

  

３ 

事業者及びその  

事 業 所 の 名 称 

サ ー ビ ス 内 容   

契 約 支 給 量  
 

契 約 日

 

   

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

（七） 

 地域活動支援センター事業者記入欄 

１ 

 

 

 

 契 約 日   年  月  日 

    

 

 

   年  月  日 

    
 

 

 

２

 

 

 

 契 約 日   年  月  日 

    

 

 

   年  月  日 

    
 

 

 

 

（八） 

 福祉ホーム事業者記入欄 

１ 

 

事業所の名称 

 

 契 約 日   年  月  日 

サービス内容    

事業者確認印 

 

 
  年  月  日 

サービス内容    
 

 

事業者確認印 

２

 

事業所の名称 
 

 契 約 日   年  月  日 

サービス内容    

事業者確認印 

 

 
  年  月  日 

サービス内容    
 

 

事業者確認印 

 



 

 

 

 

 

（九） 

 日中一時支援事業者記入欄 

１ 

 

事業所の名称 

 

 契 約 日   年  月  日 

サービス内容    

事業者確認印 

 

 
  年  月  日 

サービス内容    
 

 

事業者確認印 

２

 

事業所の名称 
 

 契 約 日   年  月  日 

サービス内容    

事業者確認印 

 

 
  年  月  日 

サービス内容    
 

 

事業者確認印 

 

（十） 

 （         ）事業者記入欄 

１ 

 

 

 

 契 約 日   年  月  日 

    

 

 

   年  月  日 

    
 

 

 

２

 

 

 

 契 約 日   年  月  日 

    

 

 

   年  月  日 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

（十一） 

（予備欄） 

 

 

（十二） 

 



 

 

様式第１７（第４１条の５関係）       

 

大口町視覚障がい者歩行訓練事業申請書 

 

 

大口町長  様 

 

 

下記のとおり、視覚障がい者歩行訓練事業の利用を申請します。 

 
申請日 年  月 日 

住所 

〒 

 

 

            電話（     ）  － 

ふりがな 
 

生年月日 年 月 日 

氏名 
 

 

身体障害者手帳 
 

        第     号     種    級 

申請理由 

 

 

 

 

 

 

訓練の内容 

※訓練の経路等について具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１８（第４１条の５関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

          様 

 

 

大口町長         印 

 

 

大口町視覚障がい者歩行訓練事業決定通知書 

 

 

    年  月  日付けの申請につきましては、下記のとおり決定します。 

 

記 

 

１ 利用期間 

           年  月  日（ ）から 

           年  月  日（ ）まで 

 

２ 実施場所 

 

 

３ 派遣訓練士 

 

 

 
・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口町に対

して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった

日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

・問合せ先 

大口町 



 

 

様式第１９（第４１条の５関係） 

 

第   号 

年 月 日 

 

         様 

 

 

 

大口町長          印 

 

 

大口町視覚障がい者歩行訓練事業却下通知書 

 

 

    年  月  日付けの申請につきましては、下記の理由により却下します。 

 

記 

 

１ 却下理由 

 

 

 

 

 

 
・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口町に対

して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった

日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

・問合せ先 

大口町 

 

 

  



 

 

様式第２０（第５１条関係） 

 

自動車改造費助成事業申請書 

 

年  月  日 

 

大口町長   様 

申請者 住  所 

氏  名            

電話番号 

 

 下記のとおり申請します。 

 なお、申請に係る町県民税の課税状況を閲覧することについて同意します。 

記 

 

＊ 添付書類 

 (1) 身体障害者手帳の写し 

 (2) 運転免許証の写し（表裏両面ともコピーされているもの） 

 (3) 自動車検査証等の写し（自動車が未登録の場合は、自動車改造費助成事業完
了届に添付してください。） 

 (4) 改造を行う業者の見積書 

 (5) その他、改造内容の詳細が分かるもの 

  

改造施行業者名  

改
造
事
項 

改造箇所  

改造の内容  

改造に要する経費の額 
円 

（見積書の額と一致すること。） 

改造予定年月日 年   月   日 



 

 

様式第２１（第５１条関係） 

  

自動車改造費助成事業決定（却下）通知書 

 

第     号 

年  月  日 

        様 

大口町長       □印   

 

 自動車改造費助成事業について、下記のとおり利用を決定（却下）しましたので
通知します。 

 
記 
 

１ 決 定 
 

支給額    金          円 
 
＊ 自動車改造が終わり次第、速やかに別添の自動車改造費助成事業完了届に自
動車改造に要した費用の額が明らかになる領収書（写し）、改造した結果のわか
る写真及び自動車検査証等の写し（申請時に添付していない場合のみ必要。）を
添付の上、長寿ふくし課へ提出してください。 

  また、添付する領収書記載金額に対象経費（改造にかかる費用）以外が含ま
れる場合は、領収書記載金額中の、対象経費部分を明示した明細書を添付して
ください。 

 

 

２ 却 下 

（理 由） 

 

 

 

 
・審査請求及び取消訴訟 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大口町に対

して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

大口町を被告として（訴訟において大口町を代表する者は大口町長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった

日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

・問合せ先 

大口町 



 

 

様式第２２（第５２条関係） 

 

自動車改造費助成事業完了届 

 

 

大口町長    様 

 

 

申請者 住  所 

氏  名            

電話番号 

  

 

 

    年  月  日付け   第   号で交付決定通知のあった自動車改造
費助成事業について、下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 完了年月日      年  月  日 

 

２ 改 造 費            円 

 

３ 決定支給額            円 

 

４ 添付書類   (1) 自動車改造に要した費用の額が明らかになる領収書（写
し） 

 

(2) 改造した結果のわかる写真 

 

(3) 自動車検査証の写し



 

 

様式第２３（第５３条関係） 

 

自動車改造費助成請求書 

 

年  月  日 

 

大口町長     様 

 

申請者 住  所 

氏  名             

電話番号 

 

 

請求額  金          円 

 

ただし、     年  月  日付  第  号で支給決定を受けた自動車改
造費に係る助成金として。 

 

振 

 

 

込 

 

 

先 

金融機関名 

      銀行     本 

               店 

      農協     支 

口座種別 普 通  ・  当 座 

口座名義人 

 

口座番号  
 

 

     ＊ 銀行等の口座は請求者（申請者）本人のものに限ります。 

 


